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●マニュアルには申告書の書き方、アクセスコードの利用方法、電子納付等の手続きについて記載して
ありますので、ご参照のうえ、手続きをお進めください。
●e-Gov電子申請システムの操作方法等については「電子政府利用支援センター」（電話番号
050-3786-2225（050ビジネスダイヤル）、受付時間：9時から19時まで（土日・祝祭日は17時まで））へお
問い合わせください。
●一括有期事業総括表・一括有期事業報告書については、厚生労働省ホームページ
（https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html　または右
のＱＲコード）にある年度更新申告書支援計算ツール（建設事業用）もしくは、紙で一括有
期事業総括表・一括有期事業報告書を作成し、PDFにして、電子申請時に添付してください。

29 ５

●労働保険の年度更新手続きにつきましては、
電子申請マニュアル「手続個別マニュアル」に
ある「労働保険料申告書（年度更新申告）マニ
ュアル」に手続きの詳細な手順を掲載しており
ますので、ご参照ください。

●e-Govを初めて使用される方は、
「利用準備」ボタンをクリックして、
各種環境設定を行ってください。
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（上の図の場合）

  画面遷移先のインターネットバンキングに納付情報が送信されるため、電子納付を行う際に「収納機関番号」「納付番号」等の入力を省略で
きます。

●既に口座振替による納付手続をされている場合でも、電子申請手続を進めるうえで振込者の表示
や納付に関するメールは通知されますのでご留意ください。

後、e-Gov からインターネットバンキングにより

インターネットバンキングにより

または

右のＱＲコード
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　事務組合委託事業場のデータ管理のシステム化の促進を図ることを目的
として、事務組合が、「保険料・一般拠出金申告書内訳」の内容が保存され
た電子媒体（以下「申告書内訳（電子）」といいます。）を提出した場合には、
報奨金（電子化分）が交付されます。

　次の要件のいずれにも該当する場合に交付されます。
（1）報奨金（定率・定額分）の交付対象事務組合であること。
（2）電子媒体の種類は、DVD（DVD-R、 DVD+RまたはDVD-RW、 DVD+RW ）、

CD（CD-RまたはCD-RW）であること。
（3）指定された形式（次頁「申告書内訳（電子）の作成要領」の（１）参照）で作

成されたものであること。
（4）申告書内訳（電子）の内容は、年度更新時に提出する「保険料・一般拠出金申

告書内訳」の紙媒体（組様式第6号（甲）。以下「申告書内訳（紙）」という。）と
同一の内容とし、内容に誤りがないこと。

交付要件

　報奨金（電子化分）の額は、予算の範囲内で、申告書内訳（電子）に登録された委
託事業場のうち、前年度における常時労働者15人以下の委託事業場1件につき800
円を交付します。

報奨金の額

　申告書内訳（電子）は、年度更新時（6月1日～ 7月10日）に提出してください。

申告書内訳（電子）の提出期限

　次頁の「申告書内訳（電子）の作成要領」を参照してください。

申告書内訳（電子）の作成

　報奨金（電子化分）に係る交付手続については、後日配布するパンフレットを参照
してください。

交付手続について

　最寄りの都道府県労働局労働保険適用徴収主務課室へお問い合わせください。

問合せ先

報奨金（電子化分）のお知らせ（令和2年度）22
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